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第5回円借款事業推進レヴュー会議メモ（案）
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場所：ＪＩＣＡベトナム事務所会議室
出席者：JICAﾍﾞﾄﾅﾑ側：山本次長、高橋次長
	NK側：河浪、福田、宮田

1 ﾊﾉｲ市排水2期：
· Ｌ／Ａの期限延長はしない。
· 未完工事については自国資金で実施してもらうこととなる。Ｌ／Ａ期限内で請求が出来るもののみについて円借款で支払う。
· ボンドによる対応はしない。
· ヌエ調査も1億円規模の調査業務であることから業務量は多いと思われるが、期限内に終わらせるようにすること。
2 ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境整備：
· Ｌ／Ａの期限延長はしない。
· ＣＰ－２は終わらせたいが、Ｌ／Ａ期限後の支払いは円借款の対象としない。
3 ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善：
· コンサルタント延長承認についてはＪＩＣAよりＨＰＰＣに速やかに承認するようにレターを発出する。
· ＮＫハノイ事務所からもコンサルタント延長手続きについてのサポートを行う。
· ＪＩＣＡ森所長が来月に現場を訪問する予定。
4 ﾗｯｸﾌｪﾝ港：
· 問題なく進んでいるという理解である。
5 国道3号線：
· ＪＩＣＡよりＰＭＵ２に対して、10月に副大臣から11月末までに残工事、完成図書、請求書を完了させる胸の指示が出ているので、その確認レターを提出する。
· Ｌ／Ａ期限は残っているが、契約工期は既に大幅に遅れ、その支払いについての意向（意識）を確認する内容も上記レターに含める。
6 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ)：
· 岡村所長への伝言として、ＶＥＣに対して、ＪＩＣＡでできることがあれば、どしどし申し出てほしい。
7 ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線：
· ＣＰ３コントラクターのＰＭは先週に交代した。
8 ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設：
· 業者への工事代金の支払い並びにコンサルタントのＩＣ３設計費用の支払いについては来週のＪＩＣＡ－ＭＯＦ定例会の議題とする
9 保全林回復･持続的管理事業：
· ＪＩＣＡは、前回の初年度の費用不足については調査の結果、資金繰りに困っていないことが判明し、事業進捗に悪影響を与えていないと思料している。
10 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備事業：
· ５事業を追加で申請してきたが、Ｌ／Ａ期限内に終わらなければ自国資金でやってもらうことになる。
· ＪＩＣＡからは11月末までにＭＰＩに対して全ての事業を完了する督促状を発出する。
11 ハノイ市環状3号線整備事業：
· 11月3日付のＰＭＵ Tang Longからのレターについては、即刻ＪＩＣAから返信する。
· ＮＨ５の件もあり、ＰＭＵ Tang Longは信頼できず、よって要求は受け入れられない。
· 本件の業者選定ＰＱが厳しすぎると言う陳情が関連業者からＪＩＣＡにあった。
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